
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害支援制度 
●● 

１ 18年 
10月号 

 
 

災害で死亡した遺族に支給される経済的支援制度はありますか？ 

・生計維持者が死亡した場合：５００万円以下）を支給 

・その他の者が死亡した場合：２５０万円以下）を支給 

される災害弔慰金があります。具体的な内容は以下のとおりです。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18年 
10月号 

 
 

災害支援制度 
 

 

２ 

災害で負傷、疾病した場合に支給される経済的支援制度はありますか？ 

・生計維持者が重度の障害を受けた場合：２５０万円以下を支給 

・その他の者が重度の障害を受けた場合：１２５万円以下を支給 

される災害障害見舞金があります。具体的な内容は以下のとおりです。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18年 
10月号 

 
 

災害支援制度 
 

 

３ 

災害により負傷または住居や家財の損害を受けた場合に生活の再建に必要

な資金を貸し付けてくれる災害支援制度は災害援護資金です。その内容は

以下のとおりです。 



飲食費5,000円以下の 
交際費除外について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18年 
10月号 

 
 

内閣府「防災情報」ホームページを参考にしました。 

災害支援制度 ４ 

金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者や高齢者のいる世帯に 

必要な経費を貸し付けてくれる災害支援制度は生活福祉資金制度による貸

付です。その内容は以下のとおりです。 

 


